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ブ 桑名･員弁広ね劾環嬢基本計勧覇の基本劫な考え方

計画策定の目的

桑名 ･員弁地域では、自治体の垣根を越えて広域的に環境の取り組みを進めていく

ことをめざし、 平成 1 1 年度から、 当時の構成市町であった桑名市、多度町、長島町、
木曽岬町、北勢町、員弁町、大安町、東員町、藤原町の乍市 8 町が一体となって活動を進

めてきました。

平成 1 2 年の 3 月から 6 月にかけては、当時の構成市町す 市 8 町において ｢環境

基本条例｣を制定し、乍市 8 町共通の環境保全の基本理念などを定めました。また、
平成 13 年3月には、桑名 ･員弁地域の環境政策を総合的 ･計画的に推進するための

指針として平成 2 2 年度を目標年度とする ｢桑名･員弁広域環境基本計画｣ を策定し

ました。 その後、 平成 2 2 年度に ｢桑名･員弁広域環境基本計画 (改訂版) ｣ を策定

し、 目標年度を延長しています。

｢桑名･員弁広域環境基本計画｣ の策定以降において、

平成 f 5 年 ず2 月には北勢町、 員弁町、 大安町、 藤原

町が合併し ｢いなべ市｣ となり、 平成↑6 年 12 月に

は桑名市、 多度町、 長島町が合併し ｢桑名市｣ となり

ました。 それにより、 桑名 ･員弁地域の構成市町は、 桑

名市、 いなべ市、 東員町、 木曽岬町の 2 市 2 町となっ

ています。

現在の桑名･員弁地域において、自動車排出ガス対策

や森林 ･農地 ･〉副 =‘海浜の保全などの継続する課題や、

低炭素社会の構築、 環境対策技術の発展、 生物多様性

の保全など、 新たな視点に基づいた、 国や世界の動き

に対応できる取り組みが必要とされており、 住民 ･事

業者 ･行政の協働の取り組みを進めることが必要不可

欠となっています。

それらの状況を踏まえるとともに、 ｢桑名 ･員弁広域｢

環境基本計画 (改訂版) ｣ の計画期間が終えることか

ら、 全面的に見直し、 新たな ｢桑名･員弁広域環境基本

計画｣ (以降、 広域環境基本計画と呼ぶ) を策定する

ものです。

- 2 - - 3 -



ブ 桑名･員弁広域環煽墓衲計囮廟の基本勘な考え方

計画の位置づけ、 上位 ･関連計画との関係
　

広域で計画策定する意義

桑名.員弁地域は、 古くから案賞地域と呼ばれ、 鈴鹿山脈や多度山地から伊勢平野 ①計画の位置づけ
に連続する自然環境とともに、そこに育まれてきた歴史や文化を共有してきた地域で

あり、 自然環境やそこに暮らす住民の日常の生活圏は、 自治体の境界を越えて桑名･

員弁地域の全体へと広がっています。
一方で、水質や大気などの保全や、ごみ問題、エネルギー問題、生物多様性の損失

など、私たちを取り巻く環境に関する課題を解決していくためにも、自治体の境界を

越えた取り組みが必要となってきます。
そういったことから、 環境基本計画を広域で策定することは、 桑名･員弁地域が-

つのまとまった地域として、一体的な環境の取り組みを推進していくための根幹を形

成するものです。

広域環境基本計画は、 ｢桑名市環境基本条例 第す0 条｣、 ｢いなべ市環境基本条

例 第↑↑案｣、 ｢木曽岬町環境基本条例 第 10 条｣、 ｢東員制環境基本条例 第

↑0 条｣ にある、 良好な環境の保全と改善に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るための、 基本的な方向を示すマスタープランとして位置づけられるものであり、

環境保全に関する長期的な目標および施策の方向と、施策を総合的かつ計画的に推進

するに必要な事項について定めることとされています。

　　 　　　　　　　　　　　
E重県] l 三重県 購 蟇本条例 -- L三鸚霰艶円

[市町]
桑名中 ･[ 国小条例

いなべ市環境基本条例
　 　　

　　　 　　　　　

　　
　　　 　 　 　

木曽岬町環境基本条例　
　
　　　

　
　　 　

　

　

　

. --･

- -東員町環境鑿本条例　
　
　　
　　　　　

　
　

･匙蜆 ず . 1菫

ご中将記宵iE師団1.
桑名市 ‐ いなべ市

②計画の性格

この計画は、 桑名･員弁地域を構成する 2 市2 町が、地域内での連携や、 さまざま

な主体と連携しながら、取り組んでいく環境保全の施策等を明らかにした行政計画で

す。

また、日常生活や事業活動を通じて環境に負荷を与え、環境問題と深く関わってい

る住民や事業者等も計画の推進主体と位置づけ、それぞれの主体に期待される役割と、

環境を保全するために実践すべき取り組みの方向を示し、各主体間の連携促進を図る

ものです。

木曽岬町 東員町
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ブ 桑名･員弁広れ難環煽基本計鬱覇の臺本飾夜考え方

③他の計画との関係

この計画は、 桑名 ･員弁地域のそれぞれの市町における、 ｢桑名市総合計画』、 ｢第

1 次いなべ市総合計画｣、 ｢木曽岬町第 5 次総合計画｣、 ｢第 5 次東員町総合計画｣
を上位計画とし、 そこでの施策方針との整合が図られているものです。
また、環境関連分野の個別計画である ｢地球温暖化対策実行計画｣ や ｢一般廃棄物

処理基本計画｣、 ｢新エネルギービジョン｣、 ｢スマートエネルギー構想｣ などの上

位計画に位置づけられるとともに、政策の各分野における計画である ｢都市マスター
プラン｣ や ｢緑の基本計画｣、 r景観計画｣、 ｢観光振興計画｣、 ｢教育ビジョン｣

などにおける、環境の視点を盛り込んだ施策については、この計画の基本的な方向と

連携し、 実施されることが求められるものです。

＼桑名･員弁広域環境基本計画

※個別計画、 連携する分野別計画は、 各市町ごとに策定の必要
性等を考慮しながら、 それぞれで策定する。

広域環境基本計画の対象とする環境の範囲

広域環境基本計画が対象とする環境の範囲は、 以下の通りとします。

区分 対象とする内容

地球環境 地球温暖化、 新エネルギー、 省エネルギーなど

ごみ･資源環境 家庭系ごみ、 事業系ごみ、 リサイクル、 廃棄物処理など

自然環境 動植物、 生態系、 森林、 農地、 水辺、 公園 緑 地、 地形･地質など

生汗仲L{ 大気、 水質、 土壌、 音、 振動、 臭い、 日照、 環境中の化学物質、 不

環境基本条例に定める基本理念

2 市 2 町のそれぞれの環境基本条例において、 良好な環境の保全と改善に関する

基本理念を以下のように定めています。

環境基本条例 抜粋 (2 市 2 町い疹れも第 3 条が該当)
i--一一一一一一一一~-----------------一一一一･一、------一一--一一一--【一--一一一一･一一一--------一一一一一･一一一一一一------------【一一一一一一一一一･一一マ

!第 3 条 良好な環境の保全と改善は、 自治と協働の精神をもって、 全ての者の参加 1

と、環境の恵みを平等に分かち合うための公平な役割分担の下に行われなければな l

らなよい。

12 良好な環境の保全と改善は、天然資源の有限性及び自然環境の復元能力の限界性 i

l をよく認識し、持続的発展が司能な環境への負荷の少ない資源節約 ･循環型社会が i

l 構築されるように行われなければならない。
l3 良好な環境の保全と改善は、真に豊かな文化と歴史ある環境及び安全に安心して i

l 暮らせる生活と福祉の環境を確保し、将来の世代に維持継承されるように行われな l
【 ければならない。 ,
: 4 良好な環境の保全と改善は、微妙な均衡の下に成立する生態系の中で多様な野生ゞ

l 動植物が共に生きていることを深く自覚し、人と自然の共生が実現されるように行 f
　 　 　 　

l われなければならない。
I 5 地球環境保全は、健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での緊急の課 l

l 題であり、わたしたちの営みが国際的な相互依存関係にあることを認識し、国際的 !
‘ な環境管理に準じて推進されなければならない。
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ブ 桑名･員弁鮪嫁環彌基苔計4覇の基本劫な考え方

囮塵計画の期間 l
広域環境基本計画の計画期間は、平成 2 6 年度から平成 3 5 年度までの 10 年間と

します。

ただし、環境問題や社会--肓勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う

ものとします。

桑名 ･員弁地域における
環境に関する状況



2 桑名 ･員弁雑域にあ"る齋撹に拗ける疣髭

｢環境｣ を取り巻く状況

私たちが住む地球、そして日本には、地球温暖化などの地球環境から、ごみ ･資源

環境、 自然環境に至るまで様々な環境問題が存在し、 拡大 ･複雑化しつつあります。

①地球環境

産業革命以降、化石燃料の大量消費による二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の

激増により、 地球温暖化が急速に進んでいます。 -P C C (気候変動に関する政府間パ

ネル) 報告 (平成 19 年) によれば、 最近 5 0 年間では温度上昇が過去↑0 0 年の 2

倍に加速しており、 このままでは今後 2 0 年間で ○4 qC 気温が上昇し、 氷床の融解に

よる海面上昇や生物種の減少など、自然環境に深刻な影響を与えると考えられていま

す。

そのため、京都議定書をはじめとした、国際的な枠組みでの温室効果ガスの排出量

削減に向けた取り組みが進められています。日本も、平成 10 年に ｢地球温暖化対策

の推進に関する法律｣ を制定し、取り組みを進めてきましたが、国全体の温室効果ガ

ス総排出量は、京都議定書の基準年 (平成 2 (乍9 9 0 ) 年) 以降も増加傾向にありま

す。

②ごみ ･資源環境

これまでの大量生産 ･大量消費型の社会経済活動により、人々は物質的な豊かさを

手に入れる一方で、 大量の廃棄物発生による環境負荷を増大させてきました。
日本の物質フローをみると、 廃棄物が 5 9 億トン発生するのに対し、 国内での循

環利用量はわ蓼か 2 4 億トンにすぎません。

③自然環境

私たちは、大気、水、土壌などの自然環境のもとに形成された多様な生態系の恩恵

を受けて、 生きています。

しかし、自然環境は、 開発や乱獲による種の減少 孫色減、 生息 ･生育地の減少、里

地里山の手入れ不足や、外来種の持ち込み、さらには地球温暖化による、多くの種の

絶滅や生態系の変化 .崩壊の危険性が警告されており、危機的な状況にありますd 国

連のミレニアム生態系評価によると、生物の絶滅速度は過去と比べものにならないほ

ど早く、生物多様性の損失は私たちの暮らしや経済へも影響を与えていることが示さ

れています。 環境省のレッドリストでは、 日本に生息 ･生育する爬虫類、 両生類、 汽

水 ･淡水魚類の 3 割強、 哺乳類、 維管束植物の 2 割強、 鳥類の↑割強にあたる種が、
絶滅のおそれのある種に分類されています。
こうした状況から、生物多様性の損失を抑制させるための取り組みが強く求められ

ており、 それは人間の生存基盤を確保していく上でも重要となっています。

④生活環境

国内における平成 2 1 年度の大気の環境基準達成状況をみると、光化学オキシダン

トの達成率は全測定局の○.1 % と極めて低く、注意報が発令される地域は全国的に広

がっています。

しかし、窒素酸化物 ･浮遊状粒子物質 ･二酸化硫黄は 9 0 % 以上の測定局で基準を

達成しています。一方、自動車交通が集中する大都市地域を中心に、環境基準の達成

状況は依然低い水準で推移しており、自動車排出ガス低減対策をはじめ、一層の対策

が必要となっています。
マイクロ

また、近年では、大気中に浮遊している 2 ,5 “ m (1“ m は 1 m m の僅 千分の ◇

以下の微小粒子状物質 P M 2 5 の濃度上昇が問題となってきています。 P M 2 .5 は非

常に小さいため (髪の毛の太さの ↑/3 0 程度)、 肺の奥深くまで入りやすく、 肺が

ん、 呼吸系への影響に加え、 循環器系八の影響が懸念されています。
国内における水質についての環境基準達成率 (B O D または C O D、平成 2 1 年度)

については、 河川で 9 2 ,3 % と年々改善しつつありますが、 海域は 7 9 .2 % と横ばい

の状況が続いています。伊勢湾については 5 6 3 % と東京湾や大阪湾と比較しても達

成率は低い現状にあります。
悪臭については、各自治体で人間の感覚に基づいた臭気指数規制の導入が進んだこ

ともあり、全国的には苦情件数が減少傾向にありますが、より一層の対策強化が求め

られています。
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2 .桑名 ･員弁力覆り節にゐソブる携撹に僻する然況

桑名 ･員弁地域の環境の概況

①桑名･員弁地域の概況

桑名 ･員弁地域は、 三重県の北部、 北勢地域に位置し、 東は愛知県、 北は岐阜県、

西は滋賀県の 3 県と県境を捜しています。 また、 南は四日市市 ･菰野町 車月日町 ･il-

越町と境界を接しています。 総面積は 3 9 4 5 7 k m 2となっています。

桑名 ･員弁地域は、北に養老山地、西に鈴鹿山脈を従えています。地形的特徴とし

ては、それら鈴鹿山脈 ･養老山地と、そのすそ野に広がる桑名丘陵や員弁丘陵、多度

丘陵などの丘陵地、そして、木曽三川や員弁川の河口域に広がる三角州や海岸低地な

どの平野部に大別されます。
桑名 ･員弁地域の人口は、 昭和 3 6 年には約す4 万人でしたが、 その後急速な増加

をみせ、平成2 年の国勢調査において2 0 万人を超えました。その後も、人口は増加

し続けていますが、 その増加率は鈍化傾向にあります。

■桑名 ･員弁地域の人口の動向

(単位 :人)
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(資恕 :国勢調査)

桑名 ･員弁地域の気象は、気温と降水量を基準として、平野部と山地部の2 地域に

区分されます。平野部の気象は標準的な東海型の気候区に属し、年平均気温↑5 C程

度、 年間降水量 鱗5 0 0 ~ 2 0 0 0 m m ほどとなっています。 また、 気温や降水量の平

均値で、他の太平洋岸の平野とほとんど差異がみられません。しかし、冬期には員弁

川の谷を北西からの季節風が長時間強く吹き荒れ、その風に伴いしばし‘ば積雪やにわ

か雪がみられます。
山地部は、内陸的な気候を呈し、特に冬の降水量が多い地域です。し‘ましぱ台風に

関連して多量の降雨がみられ、 年間降水量は 2 ,0 0 o m m を超えることが多くなって

います。

■桑名 ･員弁地域の気象状況

年間降水量(m m ) 気温什C ) 風向 ･風速(m /s)

桑名
観測所

【参考】
北勢

(アメダス)

年間
平均気温

最高気温 最低気温 平均風速
最大風速

風速 風向

昭和 5 5 年 1 7 6 6 2 2 3 3 1 4 .6 3 4 0 ‐4 8 2 .5 ↑2 北西

昭和 6 0 年 協5 3 9 2 2 17 乍5 3 3 4 5 -4 .○ 2 4 10 西北西

平成 2 年 T ,9 7 6 2 ,4 5 9 ↑6 3 3 6 .○ ‐2 .4 2 1 10 西

平成 7 年 1 5 0 4 1 9乍6 15 2 3 6 .7 ‐5 .O 2 .1 9 北西

平成十2 年 1 5 7 4 2 ,0 4 9 16 3 3 7 .T ‐2 3 1 ･7 7 北西

平成す7 年 9 8 0 1 4 9 2 乍6 .○ 3 6 .4 ‐2 .8 1 7 7 北西

平成 2 2 年 1 6 9 8 2 ,3 9 9 乍6 7 3 8 ,9 - 1 9 2 3 9 .6 西北西

平成 2 4 年 1 7 8 1 2 ,6 2 2 乍5 .5 3 7 8 - 3 8 2 4 乍1‐8 北

資料 :気象庁 ｢気象統計情報｣

②桑名･員弁地域の環境に関する動向

桑名 ･員弁地域は、鈴鹿山系、養老山地より伊勢湾に流入する員弁川水系と木曽三

川下流域に連続する水系を中心とした自然環境の豊かな恵みを共有してきた地域で

す。

桑名 ･員弁地域では、昭和 4 0 年代中頃には特定産業からのカドミウム汚染の顕在

化、伊勢湾の水質汚濁の進行の顕在化など、幾多の環境問題を経験してきました。そ

して、公害には汚染源からの汚染物質の排出規制や行政指導をもって、また、自然災

害には住民と行政の協働によって、これらの環境問題を克服し、今日の桑名 ･員弁地

域の良好な環境を築いてきました。
しかしながら、ここ桑名 ･員弁地域でも、社会経済活動の拡大や、地域における人

口の増加に伴い、河川の水質汚濁、自動車交通の増加による大気汚染の進行、交通事

故の増加、大量消費 ･廃棄型の生活様式からのごみ問題等、都市 ･生活型の公害と呼

ばれる今日的な環境問題が顕在化しつつあります。このような環境問題の多くは、私

一年2 - 一年3 -



2 桑名 ･員弁力脇鰯にあげる環境に拶する琥泥

たちの社会経済活動や日常の生活からの環境の復元能力を超えるほどの負荷の増大

が主原因となっています。

③植物 ･動物

この地域の代表的な植生として、山地から丘陵地にかけては、主にスギ ･ヒノキ植

林、ア力マツ林、コナラ林がみられ、隣緑部や民家脇には竹林、ススキなどの二次草

原が、また、道路や宅地沿いにはギョウギシバやカゼクサなどの路傍･路上植物群落、

耕作地にはメヒシバ、エノコログサなどの耕作畑地雑草群落やイポクサ、イヌビエな

どの水田雑草群落などがみられます。
山地には、 ニホンザルやイノシシ、 ニホンジカといった大型0歯乳類やオオルリ、 カ

ケスなど林内を好む鳥類、ミヤマクワガタ、オオスズメバチなどの昆虫類がみられま

す。 山地の水環境には、 サンショウウオ類やタゴガエル、 カジカガエルといった渓流

環境を繁殖場所とする種やカラスアゲハ、サ力ハチチヨウなどのチョウ類、ムカシト

ンポ、 ミヤマカウトンボなどのトンボ類、 カワゲラ類、 マダラカゲロウ類、 サワガニ

など、 魚類ではサケ目アマゴの生息もみられます。
環境省によって特定指定植物群落に指定されているフクジュソウやキクザキイチ

リンソウなどのキンポウゲ科植物群落、自然環境保全地域にも指定されている力ワノ

リ自生地、 自然分布の東眼に近いシリブカガシ、 魚類のネコギギやイワメなど、 注目

すべき野生生物種とその生育 ･生息空間が数多く残されています。

④河川 ･湖沼

員弁川は、 鈴鹿山脈から東西方向に流下し伊勢湾に注ぐ流域面積 4乍 4 .2 k m 2 (桑

名 ･員弁地域以外も含む)、流路延長 3 9 k m の 2 級河川lであり、いなべ市、東員町、

桑名市を横切り、 19 の支川と支川に流入する↑4 の河川を従えています。 その河川

形態は流出水が幹から枝を広げた樹木状を呈する欄枝状河川を形作り、その支川、相

場川には典型的な蛇行地形もみられます。いなべ市藤原町鼎には昭和 5 2 年3月に竣

工した貯水量す6 ,4 0 0 ,0 0 o m 3の中里ダムがあり、 4 市 2 町 (いなべ市、 桑名市 (旧

多度町を含む)、四日市市 (旧楠町を含む)、鈴鹿市および菰野町、東員町) の農業 ･

工業 ･水道用水に利用されています。

揖斐川は、 岐阜県の冠岳を発し伊勢湾に注ぐ流域面積 亀8 4 0 k m 2
、 流路延長

す2すk m のす級河川であり、 長良川と合流しています。 また、 長良川は、 流域面積

協9 8 5 k m 2
、 流路延長 ↑9乍k m の乍級河川で、 岐阜県の大日岳に発し、 桑名市地内

で揖斐川に合流しています。 木曽川は、 流域面積 5 2 7 5 k m 2
、 流路延長 2 2 7 k m の

★級河川であり、長野県の鉢盛山に発し、長島町と木曽岬町の間を流れ伊勢湾に注い

でいます。下流域では、名古屋市や一宮市等で木曽川の河川水を上水や工業用水とし

て利用しています。

桑名 ･員弁地域では、透水性の高い台地上の農耕地への用水が不足することが多い

ことから、 T O O を超える農業かんがい用のため池が丘陵地を中心に地域全域に作ら

れてきました。 また、 鈴鹿山麓一帯には、 素掘りでトンネル式に横穴を掘り、 地下水

を集め農業用水にした地下水路の ｢まん-ま｣ が約 3 0 0 ほど確認されており、 現在も

多くの水田を潤しています。

⑤保全すべき自然

桑名 ･員弁地域には、 多様な植生や多くの生物が生息する森林、 海、 河川、 ため池

等の豊かな自然を有しています。 国指定天然記念物が多度のイヌナシ自生地の乍件、

県指定天然記念物が美鹿の神明杉をはじめ3 件、市 ･町指定天然記念物がのべ 2 3 件

指定されているほか、県の自然環境保全地域として、いなべ市の河内谷のカワノリ自

生地と員弁大池および笠田大溜周辺のアカマツ天然林が指定されています。
しかしながら、近年において、開発や｢ま場整備、河川改修等による自然環境の減少、

生活様式の変化に伴う里地里山の荒廃などが進んでおり、また国外から持ち込まれた

外来種の生物が増加し、 特に特定外来生物に指定される ｢アライグマほ乳類)｣ ｢ヌー

トリア(ほ乳類)｣ ｢オオクチバス(魚類)｣ ｢ブルーギル(魚類)｣ ｢セアカ ゴケグモ (クモ類y｣ ｢オ

オキンクイギク(植物)｣ などの生息域の拡大によって、 在来の生物の生育 ･生息環境が

失われたり、 日常生活への被害が生じたりしています。

今後は、 桑名･員弁地域の多様な生態系を損なうことのないよう、 現状の自然環境

についての情報発信による啓発を行いながら、自然環境を保全するための取り組みを

活性化する必要があります。

■天然記念物の指定状況

いなべ市

桑名市 ---------------一[--一一.--------
メタイコウチ

0
　

--------･･----------
イの森

--------------------｣---一--
ワシ ′

コギギ

T3
1 4

いが市÷;

東員町

　
--------------･-~--------
んの大杉

-----------
谷イヌナ

2 号)
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2 桑名 ･員弁力頭塚例にゐソアる環境に徽する沈泥

桑名 ･員弁地域における、
環境へのこれまでの取り組み

①広域で連携した取り組み

　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○一人ひとりが実行でき

るもっとも身近な環境

保護運動として、エコバ

ッグ持参推進運動が桑

名市において平成 1 3

年度に開始され、その後、

平成 15 年度には桑名･

員弁地域全域 (桑名市、
いなべ市、木曽岬町、 東

員町)における ｢桑員マ

イバッグ運動｣へと展開

されました。

○ ｢桑員マイバッグ運動｣

では、買い物客がレジ袋

を断ると、ポイントシー

ルが渡され、たまった枚 資料 :し、なべ市情報誌 ｢Lin k｣ 平成 2 0 年 2 月号より抜粋

数に応じて景品交換や抽選会参加などの特典が得られました。
○しかし、開始当初のマイバッグ持参率は主要スーパーで ?℃}~ 2 0 % ほどでありゞ浸

透は進みませんでした。
○そこで、桑名･員弁地域におけるレジ袋削減の円滑的かつ効率的な推進を図るため、
平成 2 0 年 6 月に、 桑名市、 いなべ市、 木曽岬町、 東員町の桑名 ･員弁地域 2 市2

町の住民、事業者、行政による r桑員マイバッグ運動推進協議会｣ を設立しました。

そこでは、 これまで進められてきた ｢桑員マイバッグ運動｣ を踏まえて、 桑名 ･員

弁地域2市2 町が連携 ･協力しながら、 レジ袋の削減 (有料化) ･マイバッグの持

参を推進するための取り組みについて、検討 ･準備を進め、平成 20 年す0 月 1 日

から桑名.員弁地域賛同店舗にてレジ袋の無料配布中止を決定しました。
○平成 26 年度において、 桑名･員弁地域2 市2 町 (人口約 2 2 万人) で、ず9 社 4 2

店舗のスーパーおよびドラッグストアにおいて、レジ袋の有料化が実施されていま

す。 持参率 (レジ袋辞退率) は、 平成2 5 年2月現在8 8 4 ? % となつています。

○以前は、桑名地区広域市町村圏協議会を構成する市町の区域内から発生するし尿お

よび浄化槽汚泥について、 桑名市のし尿のみは ｢桑名市清掃センターし尿処理場｣

で処理を行っていたものの、桑名市の浄化槽汚泥とその他 8 町のし尿および浄化槽

汚泥は、 海洋投棄処分を行っていました。

○国の ｢第8 次廃棄物処理整備計画｣の観点から放流水質規制の強化および処理の広

域化とともに、海洋投棄処分の廃止を目標に、桑名 ･員弁広域連合が事業主体とし

て平成 13 年度から 4 か年事業で、し尿 ･汚泥再生処理施設 ｢桑名広域環境管理セ

ンター｣ の建設を進め、 平成 1 6 年 9 月完成、 1 1 月に試運転を開始し、 翌平成

乍7 年↑月から本格稼働しました。
○ ｢桑名広域環境管理センター｣ は、桑名 ･員弁地域から発生するし尿および浄化槽

汚泥を全量陸上処理することに加え、周辺環境への負荷のさらなる低減、および処

理工程の中で発生する汚泥や生ごみを原料として肥料を作る、循環型社会に対応し

た新しい施設として誕生しました。

○桑名 ･員弁広域連合は、目覚ましい社会経済環境の変化と地方分権への対応、行政

の効率化など、新たな広域行政に対応するため、昭和 4 7 年に設立された桑名地区

広域市町村圏協議会を発展的に廃止し、 平成 ? ? 年 7 月に 7 市8 町が連携 ･協働

し発足しました。 現在では、 平成の大合併により 2 市 2 町で構成されています。

義員マイバック這動は、い窩べ雨･養名雨･襲貝田･木管岬剛の共同亨綻として実施しているこみ厳重化活動で.買
い物をしたときに ｢レジ纖をもらわないことで漱窿から出るごみを緘5そう｣という目的で行っています。この理副で、
平成18年閾に緊蠅地区で約540万放く推定侭)のレツ報が剛漫きれてい隷鬱.
この蓮助は、行政だけでなく.住民‐罐葉書のあなさんと一塙に取り頼むことが大切です。ぶた、琶段買い糊をする

ことが移し瓱寺鯖の方だけでなく 歌臓みんなが“即することで、より効果的な鑑動になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特に鎚しい爵鰐貸はありません.次の手縣に縦コていただくだt肌です.

　　　

　　　　
　　

　　　 　　　　
　　　　　

　　　　　 　　 　　 　　　　
加盟店で翁賞し澁 レツにある - -“ 者庁白趾□駄ロ窪で　　　

　　　 　 　　　　　　　　　
　 　 　　　 　　 　　　　

　　　　　　 　
　　　　　 　　

抽畭の腸として
マメ残ツクを群翻して‘ すると‘｢キン刃が

お支払い 1較もらえます 齢教沼会のに揚力由｣･

- 7 6 - - 7 7 -
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園霊園霊霊園窿澗國窿1白田量目露四囲窒囮 Eコロ
○ごみの排出抑制や再利用による減量化が強く求められているなか、排出されるごみ

の種類や量は、生活水準の向上や消費構造の多様化により年々増大する傾向にあり、
これらを適正に処理することが行政の重要な責務の一つとなっています。

○このような状況のもと、 ｢ものの創造｣ ｢自然との調和｣ ｢ふれあい｣ の 3 つの基本

理念の下、平成↑○年度からの 5 か年計画で、桑名広域清掃事業組合 ,資源循環セ

ンター ｢リサイクルの森｣ が建設され、 平成 1 5 年 3 月から本格稼働しました。

○この施設では、 2 市 2 町 (桑名市、 いなべ市員弁町、 東員町、 木胃岬町) から排出

される一般廃棄物 (収集ごみ、 一般持込みごみ) を受け入れ処理しています。
○この施設は、 ごみを燃 ■施設全体の流れ

料化、 再資源化するた 圓灘鱸讓覊轢擁護灘灘鱗

めの機器を導入する事 輻廉 …--を鱸鬮圏圓圓鬱… ′蝋響
　　　　　　 　　　　　　　

はもとより、自然環境 蝋藤 “細↑ 　　　　　　 　

　　　 　　　　 　

　　　
　 　　　　 　

　 　　　 　　　　　 　

マ ザーノーイ
ーパテ'] “

　 　　　　　　　 　

> -ノー
トむさ, D

※‘こが【さ丸 一 →

　 　　　　　 　

÷ ~÷rう靴ださ尺べき- - -'

②桑名市における取り組み

○東日本大震災以降、 エネルギーを取り巻く環境が大き

く変化する中、桑名市でも地域でできる取り組みを考

え、今後のエネルギー政策を総合的に進めていくため、

平成 2 5 年 3 月に｢桑名市スマート･エネルギー構想｣

を策定しました。

○構想の基本理念に基づいて、今後環境･エネルギー政策

を踏まえた新たなまちづくりをめざします。

◆エネルギーを大切に

するとともに、自給意

欲が高い、安全 ･安心

なまち

◆環境にやさしく、循環

型社会に貢献できる

まち

○構想の数値目標 - - 4 つ

の柱ごとに数値目標を定

めました。

◆再生司能エネルギーによる電気創出 目標値 1 3 4 ,7 6 T M W h / 年 など

○構想実現をめざしたアクション ･プログラム

- -構想実現をめざし、 以下

の施策を導入します。 施策は

今後↑0 年間 (平成 2 5 年 ~

平成 3 4 年) のなかで、 アク

ション ･プログラムにより達

成をめざします。

○構想実現で期待される効果

◆二酸化炭素の削減 年効果額 2 ,3 0 0 万円、 削減量 1 0 1 4 2 4 t‐C 0 2

◆化石燃料の削減効果 年効果額 2乍億円

★再生司館エネルギーによる電力創出

★大隅光発電施設の投置

★使用電力賞の籾飜

★二軟化損蕪 (C O夕)の剛球

　　　　　　　

★次世代自動尊の竈入

★電気自動事充電スタンドの設薹

★学技での環椀学習会の開催

★市民◆加の孫蝮学習食の開饉

･スマート･コミュニティー事業
･媛埃‐エネルギー啓発イベントの開滋
.みえ自然文化祭の活用
･みえスマートライフ推進油脂会̂ の多匿
竹̂村の判活用方法の検討
･マイクロ水力角唯の実用化

　
　　　　 　　 　　　 　

襲 撫

　　　
三,鬱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
を階幅N L観入する付か上

学蓬惣一斌所長--}= る四 ネル鮒、閖薹事萬の勝敗を
　　 　　　　　

　 　　　
　 　 　　　　　　　　

驚く使う

　　　　 　　　　　　
　　　　　

‐‐〆---罰 押呑諸 》 }
ぜ　

　　　
　　　　　　

　　 　　

参綣碆塞遼讓尋菱
閼ノー甜 テ ーラ

ー

粥ル整合認壤霧さ
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

れ‘“““ね “た。
圓圓薹

(鰕テー.

○この施設は、 次の 4 つの機能を持つ各施設から成っています。

◆R D F 化施設 - - 可燃ごみから R D F (ごみ固形燃料を) 生産してエネルギー資

源として活用します。

◆リサイクルブラザー -分別収集したごみを選別してリサイクル資源として有

効活用します。

◆プラスチック圧縮梱包施設 - -家庭から出されたプラスチック製容器包装ご

みを圧縮梱包し、 リサイクル業者へ引渡します。
◆管理棟 - - R D F 化施設のしくみやごみのリサイクルについて学べる見学スペ

ースです。

こ そきれな き,さき方まきききさぞミニ
　　　　　　 　
隷繊粃 箋幽晦 薯讓

,“講 ぜ 鼈嚢魁…･
　

　　　 　　 　　 　　　　 　　

較での省エネルキーを容発
し、エネルギーの効蝉的な副
耶を巡あます,

- 1 8 - - 1 9 -



2 桑名 ･員弁雑域にゐソアる環響虜に獨鄭する状況

○ ｢クルクル工房｣ は、 平成↑3 年 3 月に市が設置し、 平成↑4 年 5 月からは N P O

法人に施設の企画 ･運営を委託し、 市民、 事業者、 行政が協働して環境問題に取り

組んでいる施設です。
○クルクル工房は、 次の4 つの機能を持っています。

　　　
　

　　　　　　が対象です。

みから完熟たい肥を作り、 生ごみの減量 学寮で著瀦守 ド 【澤,照護& 蒋 8
′

ゞ

を広めていきます。 作られた完熟たい肥

は、 生ごみを一次処理していただいた方に還元されます。
◆資源物回収ステーション - - 自治会でも回収している資源物、 テープ ･蛍光

管 ･乾電池を開館時間ならいつでも受け入れています。 また、 クルクル工房

　

　 　　　　　 　　 　　　 　 　　
　

袋も回収しています。

独自の回収品目としてアルミ ㈱ 製
圓

･
ききこ ぎ ‘贅尊 終

◆環境資料広 觴 一リフオ- ム教室 ･

,、鹸 鱗“鍼軸
〆 -

おもちゃの病院 ･傘直し ･子ども環境学習 9

教室などを行います。環境Iこ関する書籍ゆ き 輔導
　　　

パネル ･活動写真の展示などごみ減量 ･再 〆

資源化に関する--吉報を提供します。 -
- - - 辞

○桑名市では、 自治会の協力で地域ぐるみの分別が定着し、現在約 6 5 0 か所 (桑名

地区約 4 7 0 か所) で月乍 回、 5 種類す3 品目の資源物分別収集を行っています。

○自治会から牟人、リサイクル推進員を推薦してもらい、リサイクル推進員を対象と

した資源物回収の方法に関する説明会を年乍回開催するとともに、回収された資源

物の売上金は全額、 各自治会へ報償金として還元しています。 ･

③いなべ市における取り組み

f㈱幅 - ･ I副沼 部 [Efz m . I- ! ! "

l藤原岳自然科学館

○ ｢藤原岳自然科学館｣ では、 藤原岳

を中心とした自然探求の基地として、
様々な自然教室を開催しています。
絶滅が危惧される希少生物や藤原岳

の固有種など貴重な動植物、 藤原岳
　 　 　　 　　　　　　の四季折々の自然が写真や標本で紹 べ ‐

介されています。

l自然学習園 ｢ふるさとの森｣ I

0 藤原文化センターの西に隣接する
｢ふるさとの森｣ では四季を通じて

-

森の自然を体感できます。 ふるさと

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　　 　
　

　　　　 　　　　
現し･ 市域の自然の豊かさと素晴ら ‐′ "‐ ｣州鰐鑿讓群 檻 鞠 ^ ,

の森は、 開発などによって失われて 7
'

‐

いく郷土の自然と藤原岳や御池岳に - 欲 b ･

見られる好石灰岩性の植物群落を再

しさ･ 大切さを後世に伝えて行 に “
鰯 !

-- 蘂灘艷繊遥,議事◇
とを目的に創出されてい“ます。

厘根のない学校i

○地域の人を先生に迎え自然とかかわ

り、 心のふれあいを大切にした仲間
作りも行っています。｢昆虫と遊ぼう｣

｢田んぼと畑の学校｣ などの自然体

験教室があり、 自然の恵みと命のつ
ながりを学んで感性を育み、 心豊か

でたくましい子どもの育成を目指し -

ています。

瞳境保全{こ取り組む小中学校I
0 員弁中学校では、 中庭で育てた ｢緑の力一テン｣ についての課題研究を行い、 その

成果を全校生徒に発表するなど、地球温暖化防止に向けた環境活動が行われていま

す。また、立田小学校で行っている蟹の飼育観察も自然学習の推進に貢献していま

す。こどもの頃から自然にふれあい関心を持つことが小中学校における重要な成果
のひとつです。

- 2 0 - - 2 1 -



2 桑名 ･藁弁地域北‐あソブる環撹に僻する琥乙況

○小学校や自治会へごみの分別説明会

に出向き、適正な分別方法の普及に努

めています。 毎年 7 月には、 北勢町阿

下喜地区において、地元の児童や保護

者が分別作業を行っている集積場を

職員で巡回し、 ごみの正しい出し方を

説明しています。

O M 月には笠間小学校で催される笠間

祭において、環境クイズの出題やパネ

ルの展示などを通して、小学生から大

人までの広い世代を対象に環境学習
を進めています。

○また、 企業からの要請についても、 環

境問題に対する関心向上のため、規制

基準の説明や環境保全対策の紹介な

どを行っています。

~ ~ 二. ななごむ ,さし

ミ ＼

④木曽岬町における取り組み

○整備目的 木曽岬町の過去の水郷の自

然をビオトープという形で凝縮 復 元し、
子ども達にその自然の存在を知らせ、後世

に伝えることを目的としています。 また、

地域住民のコミュニティと子ども達への

情操教育を推進する場として活用します。
○整備時期 平成↑3 年度工事

平成す4 年 6 月オープン

○整備内容

(1 )花の絨毯のひろば - - シロツメグサ、 タンポポ、 春の七草、 秋の七草など木曽岬

町の野生植物の栽培0

(2 )小鳥の森 - - 現在生息している身近な鳥などが集まるコロニーをめざす。

(3 )トンボ池 - - 池の水深は深いところで 3 0 ~ 5 0 cm程度とし、 深水域は水生生物

の生息場、浅水域はヤゴやメダカの避難場所とする。池底は緩やかな勾配にする。
(4 )なかのしま 池の中央にシギ･チドリ類の鳥類や両生は虫類 ･昆虫類等が休憩、

または産卵等ができる島を作る。外部からの野生動物の侵入もなく安全が確保で

きる。

(5 )小川I- - 過去に生息していたゲンジホタルの復活とメダカやドジョウが生息す

る小川の復元。

(6 )体験農業 - - 農業体験用のミニ水田。

(7 )腐葉土 ･堆肥積み場 - - 腐植をエサとする地中の生物たちとふれあう場。

(8 )遊歩道 - - 幹線排水路へのアクセス道とし、各小公園とのネットワークの連絡網

とする。
′

○活用方法 学校敷地内に整備されているため、放課後には子ども達が集い、身近

に自然を感じることができる憩いの場となっています。また農業体験では、地元農

ぬ

年生が田植えと収穫を体験し、木曽岬町の 搦l
家の方!ご協力をいただき、毎年“、学

均 榊 藁 鬮 嚢叢,襲
来作りを体験する貴重な場となっていま

す。なお、ビオトープに隣接する形で整備

されている緑地公園 (愛称 ｢学校の森｣)

　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　　

- 2 2 - - 2 3 -



2 桑名 ･員弁雑蹟劾に-あソブる環境乾そ鄭する吠泥

○事業目的 町内を縦断する中央幹線排水路は、 昭和 5 5 ~ 5 7 年に整備されまし

たが、当地区の排水はポンプ排水のみに頼ることから、ポンプが運転されない時は

水が滞留するため、水質の汚濁化が進み、周辺地域の生活環境の悪化につながつて

います。このため、中央幹線排水路の水質浄化対策と親水公園などの周辺整備を併

せて行うことにより、周辺住民にとっての快適な生活環境、 豊かでうるおいのある

水辺環境空間を創造することを目的としています。

○整備時期 平成 2 7 ~ 2 6 年度

○整備区域 中央幹線排水路とその周辺区域 (延長約 4 .5 km)

○主な内容 (" 親水景観保全施設 - - 水路沿いに住,民のいこいの場としての親

水護岸およびせせらぎ水路などの水辺空間の整備を行う。
(2)生態系保全施設 - -水辺空間における生態系保全のための植生

工のほか、 捨石工や覆砂工により水辺環境の整備を促進する。

(3 )利用保全施設- -中央幹線を横断する親水橋の敷設による展望

施設の整備のほか、 窒素やリンなど水質悪化の原因となる富栄養

塩類の滞留防止のための管路敷設工を実施する。

ヌ古池副雨園約ブロフグ

す＼
県営地鰔用水環境整備事実 木曽岬 Z 期也区

　
　

　
　　　　　　 　　 　 　 　 　　 　

　 　　
　　　　

　 　　　 　　 　　

　

　 　
　　　　　

　　　　　 　

mト {!&れしαもっ艶で-
- - -

蟻〆藤 一 一 家“多彩 ピ

, .,》 翠 逆襲匙筆跡/
　　　

　
　　　

　　　　　　　　 　　　　　　　　 　

ノメグツ / 脛園田一
イグ/ /
　　　　　　　　　

　 　 　　 　 　
　 　　 　

　

　　　　
　　　　 　　　　　　　　

賞合泡計画図組2ブロック′

⑤東員町における取り組み

o 毎年、 町臓員およびクリーン作戦委員
鬮が各小学校へ出向き、小学校4 年生を

対象に、 ごみの回収量などさまざまな 緘鱗輔檄容撻讓窯

ごみに関する質問に答えながら、 ごみ ;

のことについて学んでもらいます。 ま ＼ ｣ ら

た、各学校へ塵芥収集車に乗っていき、

　　　　　 　
　 　

段ごみの回収に使われる車がどのよう '

にごみ袋の出し入れをしているのかを

見せて、 身近に感じてもらうことも目的としています。

○町で回収する資源ごみ (紙 ･布 ･ビン ･缶など) がどのように処理されるのかを、

実際に処理業者を訪ねて、処理方法やどういったものに再資源化されるのかを、解

説の入った映像を見ながら学習します。最後には、自分たちにできるごみ減量の方

法を短冊に記入し発表してもらって、 ごみの減量の意識向上を図っています。

　

　
みリサイクル思考の会｣ による生ごみ 、 、 醸

, .　　　　　　　
帯数は約す8 0 世帯で、 各家庭で工具 i 休ま癰諦菴飜蔚雄二 ,,、 ,-

箱 (4 5 L ) を使って一次処理 (生ごみの減量 ･減容) を行っていただき、 それを会

員が各参加世帯をまわって回収し、 堆肥舎で2 次処理 (発酵 ･堆肥化) を行い、約

す0 0 日ほどで堆肥が完成します。 完成した堆肥は参加世帯に無償で配布していま

す。 活動については毎週水曜日の午前中に実施しています。

- 2 4 - - 2 5 -



2 案文名 ･員弁雑域に-あソブる環境に節する吠泥

環境に対する住民 ･事業所の意識

①アンケート調査の概況

調査の種類l

住民アンケート 事業所アンケート

調査の名称
桑名 ･員弁地域環境についての意

識調査
桑名 ･員弁地域環境についての事

業所アンケート調査

調査対象
桑名 ･員弁地域にお住まいの人か

ら 3 ,0 0 0 人を無作為抽出

桑名 ･員弁地域にある事業所のう

ち 2 0 0 事業所

実施時期
平成 2 4 年 9 月 5 日

~ 9 月 2 4 日

平成2 4 年 9 月 5 日
~ 9 月 2 4 日

住民アンケサト
--

- “‐ 発送 し - -
-

- 回収 ,

発送数 宛先不明等 有効発送数 回収数 回収率

桑名･員弁地域

桑名市

いなべ市

東員町

木曽岬町

不明

3 ,0 0 0 1 0 2 ,9 9 0 1 ,6 5 6 5 5 .4 %

桑名市 鶴9 2 6 6 1 ,9 2 0 亀乍3 0 5 8 .9 %

いなべ市 6 2 7 0 6 2 7 2 9↑ 4 6 .4 %

東員町 3 5 3 3 3 5 0 1 6 9 4 8 3 %

木曽岬町 9 4 1 9 3 3 7 3 9 .8 %

不明
一------【一------ --------------･

2 9
･

÷事業所勢ツケ粁.ド
さまミニ発送“ ふれふき回収

発送数 J 宛先不明等 有効発送数 収数 ~回収率

桑名･員弁地域

桑名市
--------一･-‐------------

いなべ市
--一一一一------------------

東員町
--------------,一-------‐

木曽岬町
-----------]-“---------･

不明

2 0 0 2 倖9 8 8 5 4 2 .9 %

桑名市 1 3 5 2 1 3 3 5 6 4 2 .1 %

いなべ市 4 2 O 4 2 す7 4 Q 5 %

東員町 ↑7 0 乍7 T O 5 8 8 %

木曽岬町 6 0 6 す 16 7 %

不明
------一--------

1
･

圈匡霊園
○次ページ以降における r前回調査｣ とは、 前回の ｢広域環境基本計画｣ の策定にあたり、

平成 1 1 年 T2 月に実施した ｢環境意識調査｣ を指します。 ｢前回調査｣ と比較している設

問については、 設問および選択肢について ｢今回調査｣ と共通となっています。

②環境に対する住民の意識

< 前回調査>

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % ↑0 0 %

1 . 二酸化炭素などの増加による気候変動 (地球温暖化)

乍4 , こみ処理問題

乍2 , 資源再利用 (リサイクル) ･容器包装リサイクル法

13 . こみ ･建築廃材 ･土砂の不法投棄

4 . 自動車や工場などの大気汚染

8 . 家庭や工場排水などによる水質汚濁

17 . 臺近な地域の自然の減少

↑5 , ダイオキシン類などの有害化学物質による環境汚染

7 , 生活排水やごみ集積場などの悪臭

乍6 , 国内の原生林や湿地帯などの自然の減少

2 . オゾン層の破壊による健康被害

1十. 海洋の汚染

2 1. 開発途上国の大気汚染や水質汚濁などの公害環境問題

1 9 . 世界的な森林の減少

6 , 工場などによる悪臭

18. 野生生物や希少な動植物の減少や絶滅

9 . 土壌汚染

3 . 酸性雨

乍0 . 地盤沈下

2 0 . 砂漠化の進行

5 , 自動車、 鉄道、 工場などの騒音 ･振動

8 8 1 %

‘ 9 4 ,0 % !

9 3 .1 % :

8 5 .8 % :

　　　　　 　

9 2 .7 % i

8 4ワ%

9 0 7 % :

　
　

8 9 0 % ‘

8 7 7 % ･

8 6 .9 % ;

< 今回調査>

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %乍0 0 %

87 .2 %

8 6 .5 %

8 5 2 %

84評4%

8 4 l4 %

8 4 !3 %

8 1 5 %

8 1 2 %

8 0 4 %

了2 .6 %

ね4%
　

7 9 ,6 %

□大変関曲がある 口少しは関心がある

● ｢二酸化炭素などの増加による気候変動 (地球温暖化)｣ への関心が、今回調査では

最も高い

● 前回調査に比べ関心が高くなっているのは ｢砂漠化の進行J r海洋の汚染｣ ｢開発途

上国の大気汚染や水質汚濁などの公害環境問題｣ が 1 ~ 3 番目となっている

● ｢ごみ処理問題｣ ｢ごみ ･建築廃材 ･土砂の不法投棄｣ についての関心は今回調査で

も高い
● ｢資源再利用 (リサイクル) 容器包装リサイクル法｣ についての関心は今回調査で

も高い
● ｢自動車や工場などの大気汚染｣ ｢家庭や工場排水などによる水質汚濁』こついての

関心は比較的高くなっている

● 前回調査に比べ関心が低くなっているのは ｢自動車、鉄道、工場などの騒音 ･振動｣

｢土壌汚染｣ ｢家庭や工場排水などによる水質汚濁｣ など

- 2 6 - - 2 7 ｢



2 桑名 ･員弁雄域に-ゐソブる環虜に徽する疣泥

0 % 2 0 %

乍. 地域レベル

2 , 国レベル

3 , 地球レベル

4 0 % 6 0 % 8 0 % ↑0 0 %

乱 流しではこみ取りネットなどを利用し、生こみを流さない

2.牛乳バックやトレーなどはリサイクルに出している

3.生こみを堆肥化〔コンポスト化) している

4,古紙や空き缶、空びん、金属類のリサイクルを行つている

9. 省エネルギー型の製品を選んで購入するようにしている

12, 風呂の残り湯は洗濯 ･掃除に利用している

13.合成洗剤を使わすに、石けんを使用している

14 .洗顔や炊事中の水の流し放し狂しない

省エネルギー活動について

20.太陽光パネルを設置するなど蠕燒にやさしい
エネルギーを利用している

身近な場所の緑化や清掃 ･環境保全活動について

2 1,公園や河原の清掃美化活動に参加する

22, 花恒作りや植樹などの緑化活動を行っている

23. 野生動植物の保護活動に参加する

24.里山の保全のために下草刈りやこみ拾いに傷加する

25,空き缶やこみのポイ捨てをしない

前回
よ り 3 瑠 翔彪‘瓢9れ翔魔讓釀溌o,6%鬮鬮 $.芻

　 　　 　　　　　　　　　　　　　　
　

　 　　　　　　 　　　　　　前回 す7 3 % 2 5 4 % 5 2 .9 % ･

今回 す61% 隆翔“" % 翔獺讓讓圏 49.2% 嶬讓朧 約%

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　前回 1 1 3 % 亥 2 t .2 % 6 2 3 %

今回65% 蓼 率 翔鱸讓圏鬘榊盪塾◎%釀廳鱸鱸圓 -20%

ー。取り組んでいる 。今後は取り組み凪ぐ 百今後織り組霰砺 n

身近な自然環境など ｢地域レベル｣ について、 近年においては良くも悪くもなって

いない、 という意識が多い

｢地球レベル｣ での環境は、 より悪化していると感じている人が 6 7 .9 % であり、

前回調査より増加している

団良くなっている

口変わらない

囮悪化している

口無回答等

｢エコバッグなどの買い物袋を持参している｣ に取り組んでいる人は多くなってい

る

しかし、 ｢使い捨て商品は購入しない』 ｢生ごみを堆肥化している｣ などの取り組み

はあまり取り組まれていない
｢古紙や空き缶、 空びん、 金属類のリサイクルを行っている｣、 ｢牛乳バックやトレ

ーなどはリサイクルに出している｣などのリサイクル活動は取り組みが進んでいる。
｢冷暖房の設定温度は控えめにしている｣ r照明はこまめに切っている｣ ｢自家用車

のアイドリングや空ぶかしはしない｣ などの省エネ活動には取り組んでいる人が多

いが、｢省エネルギー型の製品を選んで購入するようにしている｣ ｢マイカーの使用

を控え、徒歩や自転車、公共交通機関を利用する｣ ｢太陽光パネルを設置するなど環

境に優しいエネルギーを利用している｣ などの省エネ活動の取り組みは、 あまり取

り組まれていない

調理後の油は流しに流さない｣ は取り組みが進んでいる。 しかし、｢合成洗剤を使

わ穿に、 石けんを使用している｣ などの取り組みは少ない。
｢空き缶やごみのポイ捨てをしない｣ は住民にほぼ浸透している。
r公園や河原の清掃美化活動に参加する｣｢花壇づくりや植樹などの緑化活動を行っ

ている｣ に取り組んでいる人は半数ほどの人となっている

- 2 8 - - 2 9 -



2 桑名 ･員弁地域に{わ"多齋虜に節する疣“

【エネルギー消費量を削減できるか】

無効回答 O Z %その他 ,
0 2 %

　　　

これ以上の
省エネルギー型の

生活は難しい
ずQ O %

生活全般にわたって

現在よりも

することが可能
2 4 .9 %

できる
6 3 1 %

【再生可能エネルギーに関心のある理由】

将来のエネルギー資源確保に必要だから

地球温暖化問題の艇策に貢献すべきだから

再生司能エネルギーを導入することにより電気代や
ガス代の負担が少なくなりそうだから

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %

6 8 .9 9

十 1 -
4 6 ,4 %

ト ･ I
3 0 ,3

1 2 , %

6 .T %

2 ,8 %

2 6 %

0 9 %

○.3 %

住民や子どもたちの環境への関心が高まるから

再生可能エネルギーの普及を通じて、 まちづくりや
地域コミコニティのまとまりの向上が期待できるから

再生司能エネルギーの導入により、 桑名 ･員弁地域を
全国にアピールできるから

その他

無効回答

無回答

【再生可能エネルギー八の関心】

全く
関心かない

1 0 %
無回答

【住んでいる市町の環境の評価】

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

イ. 空気

2 , 水辺、 水

3 . 静けさ

4‐ 緑

5 , 野生生物

6 . 町並み

7 . 歴史的遺産 ･文化財

8 , 憩いの場

9 . 利便性

【快適な環境として必要なこと】

鑑 空気

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %

l l , l I つつ%

r - l I - ^ 0老

十 1 l l i 4 つ塀
r

n
十 1 , l t l l o q 叱̂ 話

"‘

十 1 l 1 1 フ谷似

r l - l 1 ‘◆召Oソ

十 1 1 - 1 イ R 叱̂

ききとき&歪甜彰きき;まき副っ
･ - - - 1

2 . 水辺、 水

3 , 静けさ

4 . 縁

5 . 野生生物

6 . 町並み

7 . 歴史的遺産 ･文化財

8 . 憩いの湯

9 . 利便性

〉さき浅利稲妻!参内侮辱勢浅羽事実導きささ げ乏
十 - 1 - I

液

きき彰
- - - l

きき彰

:i:芙さま
ト ー ! - l

:形
ト ! “ ‘ - l

ト ー - - l

- " - -

:;:;:;:l5
- - - !

- I - -
"′′/′′′" "ノハ

℃'ノノメメメ【〉“ ｣〉′『ハトゾメメくも}(}‘}〆‘
‐なき‐:‐:‐:‐;こさ

えおぐうち'! ! .) ' ‐. .
.~‐~‐~‐~‐~ 1 8 %

a 大変よい

口まあよい

日あまりよくない

□よくない

住民の 9 0 % ほどは、 現状のエネルギー消費よりも、 部分的には省エネルギー化が

できると考えている

再生可能エネルギーについて 8 5 % ほどの人は関心があるとしており、 その理由と

して、 門野来のエネルギー資源確保に必要だから｣ ｢地球温暖化問題の対策に貢献す

べき定から｣ と考えている

｢町並み｣ や ｢歴史的遺産 ･文化財｣ について、 住んでいる市町が ｢大変よい｣ と

した人は比較的少なくなっており、 快適な環境として ｢大変必要｣ と感じる人も少

なくなっている

｢空気｣ ｢水辺、 水｣ が快適な環境のためには ｢大変必要｣ と考える人が多い

｢野生生物｣ の生息状況として、 住んでいる市町の環境はよいと感じている人が多

い

｢緑｣ が快適な環境のためには ｢大変必要｣ と考える人は多く、 住んでいる市町の

囮大変必要

口少しは必要

日必要ではない

口蓄えていない

- 3 0 - - 3 1 -

関心がある
5 8 0 %



2 索名 ･員弁力欧鰯にあソブる環境に節する疣泥

園國囮
● 環境学習で取り扱うべきテーマとしては、 環境問題意識でも関心の高かった ｢地球

温暖化防止、 省資源、 省エネルギーなど｣ を挙げる人が多い

● 環境学習として効果的な取り組み方としては、 ｢ごみ拾いなどの環境美化活動の実

施｣ や ｢自然観察会などの体験型学習会の開催｣ が多く挙げられている

● r環境保護団体の定期的な会合に出席、 団体内で主体的な活動を実践｣ に取り組ん

でいる人は多くなっている
● 前回調査結果と比べ、｢環境保護団体のメンバーとして会費の納入｣を除き取り組ん

でいる割合は下がっている。 一方、 ｢今後は取り組みたい｣ と考える割合は、 い穿れ

のI 目でも 10 ボ ン 以上上がっている

【環境学習で重要なテーマ】
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % ↑0 0 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %

5 6 .2 %

-
′

.
･

-

′

翔搦翅 T贅

秀 Q B %

‘棄護鶉 ““,2 6 6 % ん ¥ 4 2 9 %

d %〕き23‐4 % ,隼3 6 8 3 %

蓬B % 8とを3 1‐1 %欺く;÷ト 6乍2 %

t . 環境保謹団体の定期勺な会合に出席･
‘棄護繋 ぎ 'く2 6 6 %きき(

団体内で主体的な活動を実践
地球温暖化防止、 省資源、 省エネルギーなど

2 . 環境保護団体のメンバーとして会費の納入 d飯倉;:2 3 .4 % 'l3 6 8 3 % こみの不法投棄問題

ダイオキシン類や環境ホルモンなとの大気3環境‘呆亀癰翻会軟弱離農
やセミナー、 熱朝霧をa M 葱l秀野 6 l 2 % ･水質 ･土嬢の汚染問題

廃棄物の再利用 ･再資源化
4 . 環境保全を目的とした金銭や物資の轉付 鱗ももく"･3 7‘0 %

周辺の山や海なとの身近な生活環朧の保全

5 . 環境保全を目的とした菩鉛舌動こ参加 ･協力 纖藤付箋)!""やき45 2 % きみなりメメ 4 3 6 % 生態系や野生動植物の保護

その他
6 . 子どもエコクラブの運営や参加 海羨ひき“33 8 % ;べくみな 5 9 1 %

園重野罰る□今後は取り組みたし･B今後誠り霊葬回

【環境学習として効果的な取り組みかた】

【前回調査結果との比較 (前回調査結果との増減差)】 0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %

%
′‐rrrr′′
ト

4
ト

2 6 ,4 %

翅 24 6 %

翔 2 4 .4 %

図 27 %

lol %

圀 3.1%

こみ拾いなどの環境美化活動の実施
‐4 0 % ‐2 0 % 0 % 2 0 % 4 0 %

gl -〕′ ･･′̂′》 -lし
出席、 一 . 3 C 増々
実践

囮環境保護団体のメンバーとして

会費の
納入 ,

□ ‘ ℃‐、h偽司9′･ 、Jヒ""
ナー、

.

講習会への出席

口環境保全を目的とした金銭や物
資の
寄付

園環境保全を目的とした署名活動
に参加 ･協力

l -2 2 %
　　　　 　

取り組んでいる に“淺÷ i

自然観察会などの体験型学習会の開催

専門の講師による講演会、 セミナー等の開催

環境に配慮した企業 (事業所) の見学

自然とふれあう機会を増やす〔キャンプなど)

　 　
I‐5、乍%
i ‐0了 % I

:‐ - !

その他

今後は取り組みたい 無効回答9 0 %
2 2 .5 %

無回答

‐12 . %I -,“ % ! ;

　 　 　

に繭輝
く撒く今後も取り組まない

- 3 3 -- 3 2 -



2 奏者 ･員弁雑り嫁にあげる環境に節する疣泥

【環境負荷軽減のために取り組むべきこと】 【自然環境保全のために取り組むべきこと】

無効回答

その他 1

エネルギー政策推進の取り組み

無回答
3 1 %

河川の水質浄化の
取り組み
2 0 7 %

リサイクル

こみゼロ社会の
実現に向けを取り組み

↑6 5 %

2 3 ,1

2 1 4 %

　　　　　

無回答

無効回答 4 ,3

その他 1 1 %

緑地や樹木等の
保全 ･保存
僅7 6 %

多自然型の
河川整備 13

野生動植物の
保護 ･管理 2

生息場所の保全
4 ,4 %

6 1 7 %

1 %

③環境に対する事業所の意識

･ ･‐由 容m 競巻罰豊“コ国関野 効数#籤瀦船“田躍劉-垂 - - ‘ - = :′

緑化に関する取り組み
0 % 2 0 % 4 0 % 60 % 80 % ?くめ%

=)事案所の敷地内の緑化 霊 璽 璽 霊 [謡②事業所の建物の壁面、屋上端化 , る諄 タ々馨 ‐岡田…聽 15 3 %

省エネルギー ･新エネルギーに関する取り組み

(3 )太陽エネルギー、風力、
水力等自然エネルギーの活用

(4)事業所建物の省エネルギーへの配慮
(自然採光、通風、断熱等)

(5 )昼休みなど休憩時間の消灯

(6)冷暖房機器の適正な温度での利用

(7 )O A機器の電源のこまめなスイッチオフ

(8 )自転車や公共交通機関による通勤の勧奨

(9)低公害車 ･低燃費車の導入

(1の業務用車両におけるアイドリングストップなと、
エコドライブの勧奨

は " 省エネ診断、 ESC O事業等の導入

日2)自家発電装置の導入

= 副クール ･ビス、ウオーム ･ビズの奨励

日4)地球温暖化防止運動
(チームマイナス6 %等)への参加

- aすでに実施している □今後は実施したい □今後も実施するつむりはない 口事業との関わりがない 口わからない l

【住民の行動として重要なこと】

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % “ 8 0 %

こみの減量に努める

資源のリサイクルに心がける

省エネルギーに努める

まちの緑化 ･美化に努める

再生可能エネルギーを利用する

環境について学ぶ

生物の生息環境を守る

リサイクル製品を選ぶ

自家用車利用を控える

0 8 %

0 1 %

2 ,5 %

住民が取り組むべきこととして ｢ごみの減量に努める｣ が最も多くなっており、｢ご

みゼロ社会の実現に向けた取り組み｣ を重要と考えている人も多くなっている

環境負荷軽減のために、 地域全体として ｢再生可能エネルギギーの普及による新た

なエネルギー政策推進の取り組み｣ に取り組むべきとの声が多く、 住民も資源のリ

サイクルや省エネルギーに取り組むことが重要と考えている

自然環境保全のために、地域全体として自然環境と調和した ｢無秩序な開発の防止｣

や ｢緑地や樹木等の保全 ･保存｣ が重要であるとの声が多かった

｢すでに実施している｣ の割合をみると、｢(2 5 )カン ･ビン等の分別収集 ･資源化｣

の 9 2 .9 % や、｢(2 4 )系氏 (段ボールや 0 A 用紙等) の分別収集 ･資源化｣ の 8 9 4 %、
｢(6 )冷暖房機器の適正な温度での利用｣ の 8 8 2 % などについては、 事業所の規

模にかかわら廟浸透している。
事業所の規模別で ｢すでに実施している｣ の割合をみると、 ｢TO O 人以上｣ の事業

所とそれ以外の規模の事業所で実施している割合に差がみられる。差が大きい項目

としては、 ｢(9 )低公害車 ･低燃費車の導入｣ の 6 5 5 ポイント差、 ｢日)事業所の敷

地内の緑化｣ の 6 5 3 ポイント差、召す2 )自家発電装置の導入｣ 6 2 .6 ポイント差、
｢(2 1)詰め替え可能製品の利用勧奨や、 使い捨て製品の使用や購入の抑制｣ の

5 2 8 ポイント差、 ｢(10 )業務用車両におけるアイドリングストップなど、 エコド

ライブの勧奨｣ の 5 0 .0 ポイント差、 ｢(1 3 )クール ･ビス、 ウォーム ･ビズの奨励｣

の 5 0 .0 ポイント差、 ｢(1 4 )地球温暖化防止運動 (チームマイナス 6 % 等) への参

加｣ の 5 0 .0 ポイント差などとなっている。

ナ3 4 一 - 3 5 -



2 桑名 ･員弁地域比尹ゐソプ多環境に̂鬱する疣泥

水に関する取り組み
0 % 20 % 4 0 % 60 % 8 0 % Kめ%

(15 )雨水の利用や一度使った水の再利用

(16)透水性舗装や;旻迅ますの設圏など、
雨水の地下浸透の工夫

門7 )節水の取り組みなと、水道水の節約

廃棄物 ･リサイクルに関する取り組み

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % . 8 0 % 1くめ%

- のすでに実施している 口今後は実施したい 曰今後も実施するつもり【まない □事業との関わりがない 口わからない I

IE - ･
‘"

--‘- ' ▼l 1 1 1 -一三 一 . 物 ･

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 %

□そう思う 口どちらかといえばそう思う 日あまりそう思わない □そう思わない 口わからない
--一- -.- --

-

-- - -- - -

-

0 % 牟0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 %

･れ･れ

′

-
′′ 2 4 7 9

8 8 %

%

%

%

7 6 %

′′

′′′
‐

′′′
′′′′′′′′メガノメメどれ 1 5 3

5 3

5 .3

イ

′′′′ツメタ〆ガノメメどれ 1

′′′′"′" 牟′′′"“" 牟

翔““%““%%#“多彩"亥“““““%笏 1

翔翔翔翔 7 /

教翔圀劾 5 .9ラ

0 ･0 %

0 ･0 %

留盤圀 4 ,7 %

%

多ノノンノノ"#多彩劣勢豹###"##“‘"

事業所の社会的な責務と考えているため

省エネや省資源の取り組み、 . -

事業所周辺の住民と良好な関係を維持するため

廃棄物の減量やリサイクルの促進により処理コストの削減に

環境に関する法令の遵守が徹底できるため

環境に関する目標管理が徹底できて、

社のイメージアップにつながるため

社員の環境-｣〆』9 ◇= ･′ ′･粁臍

取引の拡大につながるため

業界や系列会社の独自基準があるため

内部、 外部のコミコニケーションが円滑に図れるようにするため

その他

特に効果を感じない

無回答

5 0 %

′･ %

● ｢そう思う｣ と ｢どちらかといえばそう思う｣ を合わせた『思う』割合でみると、
｢(" 事業活動では、 法に定める範囲以上の積極的な省エネ、 廃棄物削減等の取り

組みを行うべき｣ は 8 9 ,4 %、 ｢(2 )事業に関わらない分野においても環境保全活動

を行うべきJ は 8 2 .4 % と割合は高くなっている。
● 一方で、 ｢(3 )人的 ･金銭的負担は惜しまない｣ で『思う』とした割合は 3 1 8 % と

なっている。

● ｢事業所の社会的な責務と考えているため｣ が 4 7 .1 % と最も割合が高く、次いで

｢省エネや省資源の取り組みで光熱費や消耗品の削減につながるため｣ の

3 2 9 %、 ｢事業所周辺の住民と良好な関係を維持するため｣ の 3 1 8 % となってい

- 3 6 - - 3 7 -



2 桑名 ･真弁雑ひ嫁にゐソプる環境に撮影する疣況

【事業所が考える取り組むべきこと】
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %

6 4 7 %

ト ー 1
- ~-

1 l
4 b ,9 %。

- I
4 1 2 % I

- !
2 4 7 % [

も

2 2 4 %

2 0 0 % !
" 6 % i

茉

ト ー I

事業活動による廃棄物の減量化 ･再資源化、 適正処分の徹底

事業活動による大気汚染、 騒音 ･振動、 水質汚濁等に刻する

公害防止策の徹底

一 ･省資源対策など地
率先した取り組み

省エネルギー ･省資源対策など地球温暖化対策の

事業所周辺等、 地域における環境活動への参加 ･参画

環境に配慮した製品や技術の研究 ･開発

社内での環境配慮へのルールづくりや環境保全体制の整備

地域や民間団体、 行政が行う環境活動の支援 ･連携

(情報、場所、資金、人材等)

その他

無回答

【住民が事業所に期待すること】 ※住民アンケート結果

事業活動による大気汚染、騒音 振動、水質汚濁等に刻する

8 0 %0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 %

- - "
翔翔彩彩亥笏# J 5 9 .6 %

4%

)%

十 ‘ i
携芻冤%彩劾娑′ 5 1

十 I l
し " 雑多# 5 O‐
ト ー l

4 1 2 %

!
●.･

し
“

2 4 .4 %

I
2 3 9 %

也6 %

0 ･0 %

公害防止策の徹底

事業活動による廃棄物の減量化 ･再資源化、適正処分の徹底

省エネルギー ･省資源刺策など地球温暖化刻策の率先した
取り組み

環境に配慮した製品や技術の研究 ･開発

地域や民間団体、 行政が行う環境活動の支援 ･連携

(情報、場所、資金、人材等)

社内での環境配慮へのルールづくりや環境保全体制の整備

事業所周辺等、地域における環境活動への参加 ･参画

その他

無効回答

無回答

資金の不足

人材 ･人員の不足

ノウハウの不足

時間の不足

場所 ･設備の不足

社員の環境意識の向上

取引先や消費者の理解

その他

特に課題はない

無効回答

無回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 - :ヨ

ー
･ ｢補助金などの資金援助や公的融資

等
拡充｣が55 3 %と最も高く半数を超えてい

-る。 次いで ｢環境保全に関する法令等の情報の提供｣ が 3 6 .5 %、 ｢環境保全活動

に関する技術開発や技術援助｣ が 2 8 2 % となっている。

補助金などの資金援助や公的融資の拡充

環境保全に関する法令等の情報の提供

環境保全活動に関する技術開発や技術援助

6 0 %0 % 2 0 % 4 0 %

多彩“%翔彩笏貌 5 5

5 %

多彩“%雑務

3 e

2 8 2 %

2 7 .1 %

2 7 ,す%

2 7 1 %

%

7′′′′′′

彩翔劾翔彩彩彩雑塾翔 141

翅 圀 5.9%

圀a 4 7%

圀 2.4%

翔翅翅 82%

環境に関する取り組みを市民などに広報する機会の提供

社員の環境教育実施への支援

環境問題が企業活動に及ぼす影響に関する情報の提供

他企業との情報交換や連携して活動する機会の提供

地球規模や全国規模の環境問題等の動向を知るための
講演会、シンポジウム等の開催

企業の環境保全活動のチェック、環境監査の実施

その他

無回答

2 5 9 %

2 4 .7 %

2 a 5 %

1 2 %

4 7 %

ず,2 %

事業所が考える取り組むべきこととして、 最も多かったのは ｢事業活動による廃棄

物の原料化“･再資源化、 適正処分の徹底｣ であった。
住民が事業所に期待することとして、最も多かったのは ｢事業活動による大気汚染、

● 課題として挙げる割合が高いのは ｢資金の不足｣ の 5 1 8 %、 ｢人材･人員の不足｣

の 3 8 8 %、 ｢ノウハウの不足｣ の 3 0 6 %、 ｢時間の不足｣ の 2 5 9 % などとなっ

ている。
● 事業所の規模別でみると、 ｢3 0 ~ 9 9 人｣ と H O O 人以上｣ の事業所は同様の傾

向であり、 全体に比べ ｢ノウハウの不足｣ が高く、 また ｢社員の環境意識の向上｣

が課題と考えている。 一方、 門○~ 2 9 人｣ の事業所では、 ｢人材 ･人員の不足｣

が 1 番目にきており、 また ｢場所 ･設備の不足｣ が多く挙げられている。
0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 %

- 3 8 -
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2 桑名 ･員弁雑場に尹ゐソプる環境仁一徽する疣泥

環境に関する取り組みの課題

環境に関する取り組みの課題を以下のように整理します。

l循環型社会づくりl

o 住民の環境意識の向上にともない、ごみの排出量は抑制傾向にあります。しかし、
ごみの最終処分場は有限であり、希少金属をはじめとした天然資源の減少 ･枯渇

も懸念されます。
○東日本大震災以降の日本において、エネルギーの安定‐継続した確保は最重要課

題となっており、 再生可能エネルギーの利用の促進や、 ライフスタイル ･ビジネ

ススタイルを見直し、 一層の省エネルギーを進めることが必要です。
○廃棄物の発生抑制や適正処理、資源 ･エネルギーの循環利用が促進され、環境負

荷を最小限に抑えることが必要です。

桑名 ･員弁地域がめざす環境

I自然との共生

○桑名.員弁地域は自然豊かな地域ですが、 それでも、 人の生活域の拡大等により

生物の生息地の減少や分断なども招いています。
○健全な自然が回復し、豊かな水と緑 ･多様な生物を身近に感じるために、地域に

おける森林や田畑、 河川、 海浜などを、 適正な環境へと保全 ･創出していくこと

が必要です。
0 豊かな自然を保全 ･創出していくためには、現在ある問題への認識が不司欠であ

り、 そのためには、 住民意識向上のための環境教育八の取り組みが必要です。

I安心、･快適な地域づくりl

o 現在、大気汚染や水質汚濁は全体的には改善傾向ですが、水質汚濁など環境目標

値 ･環境基準を達成していないものもあります。また、土壌 ･地下水汚染や、微

小粒子状物質 (P M 2 .5 ) などの新しい課題にも対応していく必要があります。
○住民の暮らしの環境リスクを最小限にとどめ、健康で安全 ･安心、かつ快適な生

活環境の確保が必要です。

協働ゞこよる環境づくり!
○住民の環境に対する意識は、近年さらに高まりをみせており、環境の大切さの理

解も深まっていることがアンケート結果などからもうかがえます。 しかし、環境

保全の活動への住民の参加はあまり増えていないのが現状です。
○より良い環境づくりは、 自治体だけの取り組みで実現するものではなく＼また、
住民の取り組みだけで実現するものでもありません。住民と自治体、事業者が協

働し、 また、 桑名･員弁地域が全体で協働しながら取り組んでいくことが不可欠

です。

- 4 0 -



3 桑名 ･員弁地域功tめざす環魔

桑名 ･員弁地域の環境がめざす姿

桑名･員弁地域では、 ｢環境｣ については自治体の枠にとらわれない発想と行動が

重要であることを早くから理解し、広域的なつながりのもと、さまざまな取り組みを

進めてきました。

平成 2 3 年 3 月 1 1 日の東日本大震災の発生により、 東北地方を中心に未曾有の

被害がもたらされましたが、このことは、地域の環境が古 (いにしえ) から引き継が

れてきたものであり、将来にわたってより良い環境を持続的に引き継き、次の世代に

つないでいかなければいけないものであることを再確認する教訓ともなりました。
これからの時代においては、より良い環境をいかに守り、創っていくかが重要にな

り、そのためには、身近なところにおける環境についての一人ひとりの行動や意識の

持ちようが、地球規模でのより良い環境につながることを意識していくことが大切と

なってきます。

このようなことから、桑名 ･員弁広域環境基本計画では、｢地域におけるつながり｣、

｢古 (いにしえ),と現代、 現代と次世代のつながり｣、 ｢身近なところから地球環境

へのつながり｣など『つながり』を大切にした環境づくりをめざしていくものであり、

｢桑名.員弁地域がめざす環境｣ として次のようなめざす姿を設定します。

.凸記霊前輯圀匝望二亘 .詔-圏囮

案① 自然を大切にし、 環境への負荷の少ない持続的発展可能な桑員

案② 環境から紡きだされる、 生き生きとした乗員地域でのくらし

案③ 地域のつながりで環境を守り、 育てる 桑員

案④ みんなでつくり、次世代につなぐ、わたしたちの6、るさと 乗員

環境づくりの基本目標

｢桑名.員弁地域がめざす環境｣ を実現していくため、 環境に関する、 ｢循環型社

会｣、 ｢自然との共生｣、 ｢安心 ･J快適｣、 ｢協働 (取り組みの基盤) ｣ の大きな視

点ごとに、 4 つの ｢基本目標｣ を位置づけます。

■■帯輻艦･二 EE . 田

基本目標↑ 地球環境に配慮した、 資源やエネルギーが大切にされる、
循環型社会の地域づくり

基本目標2 豊かな自然が守られた、 水と緑と人が共生する

魅力ある地域づくり

基本目標3

基本目標4

安らぎの空間のなかで、安心 ･快適に暮らせる地域づくり

協働でつくる、 人と環境にやさしい地域づくり

邑型' "幅興霊園副髓詔回国自国開詔の踊籤一州中11--

- 4 2 -
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3 桑名 ･員弁雄国力rめざす環境

それぞれの基本目標の考え方
　

　
①地球環境に配慮した、 資源やエネルギーが大切にされる、

循環型社会の地域づくり

　　　　　　　瓣

地球温暖化をまじめ･ 人類の生存基盤【こ関わる 騨朧
地球規模の環境問題を解決するため、 日常生活や ; N y

事業活動のあり方を見直し 住 民、 事業者、 自治 ･

'
盈
讓体の各主体の参加と連携のもと、 一体となった地 ミ

‐
‘翼 ※

球温暖化防止対策の取り組みを進め、 地域での行 、 ‐

動の一歩が地球環境問題‘こつながっていく･ 地球 、
ハふ

･粒淺窮い ,にやさしい循環型社会のまちをめざします。

限りある資源やエネルギーの有効利用を図り、

省資源 ･省エネルギーを促進するとともに、環境への負荷の少ない再生可能エネルギ

ーの導入を積極的に推進していきます。
また、リサイクル技術や市場の体制などを把握しながら、廃棄物の発生抑制、再使

用、 再利用等、 有効かつ適正な処理の徹底を図ります。

　　　　　　　　　齦

①地球温暖化防止推進計画の策定

①再生可能エネルギー導入の推進

②資源、 エネルギーの循環利用の推進
　　 　　　　 　 　　　　　　 　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

③省資源、 省エネルギー対策の推進

①廃棄物の発生抑制
　　　 　　 　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

②廃棄物の再使用 ･再生利用の推進

-②豊かな自然が守られた、 水と緑と人が共生する
魅力ある地域づくり

地域の自然環境を形づくる森林や農地、 嗜 ｢竇

　　　　　　　　　　　　
良好な景観の形成などの公益的機能を持 潮 ‘

“
“･･ 讓讓謀淺ぐふ離

続的に発揮していくための環境づくりを 霞 , . 淺 ,

推進するなど、 まちの発展との調和を図
“
' 聽 巍鱸纏‐ : Z

りながら、自然と人が共生するまちの実 需費 淺難讓講義讓鞠
現をめざします。
また、 工場や事業所、 自動車からの排

詳言誤翻粧 .鮴鵺拷き きべ気 * 粃瀉きき ヤ $ ~ …

出ガスによる大気汚染や、工場 ･生活雑排水による河川や海浜、地下水の水質汚濁等

について、関係法令に基づく規制や指導の強化、事業者の自主的な取り組みなどによ

り、 良好な大気、 水、 土壌の確保、 維持に努めていきます。
下水道整備および合併処理浄化槽の整備促進による生活排水対策、自然生態系に配

慮した河川 海浜整備等を推進し、自然環境の保全を図るとともに、自然とのふれあ

いづくりを進めます。

①生物多様性の確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②公害等への対応
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③生活排水対策の推進
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④自然との6、れあいの増進

①森林の公益的機能の保全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②農地の公益的機能の保全

- 4 4 - - 4 5 -
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3 桑名 ･員弁嵐域功[めざす環虜

③安らぎの空間のなかで、 安心" 快適に暮らせる地域づくり

まちなかにおける緑の確保などの、地域

在来種によるまちの緑化を推進するとと

もに、里地里山の保全と活用を図り、自然 r
.

生態系に配慮した都市環境づくりに努め

ていきます。 黛 満 -

水資源については、 水源の保全を図り、

　水需要に応じた適正な水資源の確保【こ努
,滋脇鷲淺壤娚,

廉謝拶
i

めていきますo 愛野謙瓣瀕輻鰹 纐-
-

住民の快適な生活につながる騒音、振動、

悪臭などについて、関係法令に基づく規制や指導の強化、事業者の自主的な取組等に

より、 生活環境の維持 ･向上に努めていきます。

①まちの美化
　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　

②住環境の向上
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

①景観に配慮したまちづくり
--三一“-･-:′--′-“‐“--′五ゞ----射出曲-““-÷｢言----セ-′、̂-“主,、:セラ好調“-〉-、“‘‐---“≧k"-･-".--"-"--,“′上し--‐-n‐‘÷‘′.---ゞ÷-----"-′｢ト“＼---“---′--“----~′-二元′、一-〕~‐ノー-̂“-~-′

②公園、 緑地の充実
--･‘-ゞ/、t亨‘'----穿‘由ひ:~』、Jし-レレ、-ゞ ′ゞ--ゞJVハ--//、“Lずき-±-"でし、し--‐-̂ -k、~◆〆…-'′-′---rt碑‐…ゞコ--~ゞ "テユゞ -｢ノJ-‐--“-い14ゾー-㈹~-“‘ゞ Y′-、

③バリアフリー、 ユニバーサルデザインの推進

④協働でつくる、 人と環境にやさしい地域づくり

一人ひとりの環境に対する関心、や理解
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凝議を深め、環境を大切こする意識を持った地 爛
域づくりをめざし、あらゆる機会や場面を 唾しき, 1

捉えた環境教育･環境学習を推進していき ･
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さらに、 住民、 事業者、 環境活動団体等
>
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が行う具体的な環境保全活動の促進を図
- - 幽 姪 、 熨

‐‐ -　
　
　 　　　

　　

族 積極的な支援を行うとともfこ、各主体 '
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の連携をつなげていくことで、環境づくり

の輪を地域全体に広げていきます。
また、桑名 ･員弁地域の環境に関する-l肓報の発信 ･提供を積極的に進めるとともに、

桑名 ,員弁地域に訪れた人、 桑名 .員弁地域に関わりを持ってくれた人たちと、 住民、
事業者、自治体がいっしょになって、桑名 ･員弁地域の環境づくりに取り組んでいく、
ひとの絆づくりに努めていきます。
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